
 

苦情処理措置および紛争解決措置について 

 
  下野農業協同組合 

苦情処理措置の概要 

令和５年４月１日現在 

 

当組合では、お客様により一層ご満足いただけるサービスを提供できるよう、当組合に関す

るご相談および苦情等を受け付けておりますので、お気軽にお申し出ください。 

    

１ 相談・苦情等の申し出があった場合、これを誠実に受け付け、迅速かつ適切に対応すると

ともに、その対応について、必要に応じて組合内で協議し、相談・苦情等の迅速な解決に努

めます。 

２ 相談・苦情等への対応にあたっては、お客様のお気持ちへの配慮を忘れずに、できるだけ

お客様にご理解・ご納得いただけるよう努めます。 

３ 受け付けた相談・苦情等については、定期的に当組合経営陣に報告するとともに、組合内

において情報共有化を推進し、苦情処理の態勢の改善や苦情等の再発防止策・未然防止策に

活用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ ＪＡバンクに関するご相談・苦情をＪＡバンク相談所でも、ＪＡ共済に関するご相談・

苦情を全共連が設置・運営するＪＡ共済相談受付センターでもお受けしております。 

 

 
ＪＡバンク相談所 

【一般社団法人 JA バンク・JF マリンバンク相談所内】 

電話番号：０３－６８３７-１３５９ 

受付時間：午前９時～午後 5 時（金融機関休業日を除く） 

まずは、当組合の窓口へお申出ください。 
 

本店 企画総務部 リスク統括課  ０２８２-２０-８８３８ 

栃木駅前支店 ０２８２-２０-８８２１ 

栃木東支店   ０２８２-２７-２５２５   栃木地区営農経済センター ０２８２-２７-６５１１ 

栃木西支店   ０２８２-３１-１７９４   都賀地区営農経済センター ０２８２-２７-１８８１ 

都賀支店   ０２８２-２７-５６１１   壬生地区営農経済センター ０２８２-８２-１１０３ 

壬生支店   ０２８２-８２-１１１１   大平地区営農経済センター ０２８２-４３-０８００ 

大平支店   ０２８２-４３-２３４４   藤岡地区営農経済センター ０２８２-６２-４３３６ 

藤岡支店   ０２８２-６２-４３３３   岩舟地区営農経済センター ０２８２-５５-３２１１ 

岩舟支店   ０２８２-５５-３３３３    

･･････････････････････････････････      ･････････････････････････････････････････････ 
 

 ＪＡ共済相談受付センター 

【JA 共済連全国本部】 

電話番号：０１２０-５３６-０９３ 

受付時間：午前９時～午後６時（月～金曜日） 

    午前９時～午後５時（土曜日） 

（日・祝日及び 12 月 29 日～1 月 3 日を除く） 



苦情等受付・対応態勢（令和 5年 4月 1日現在） 

 

 当組合は、下図のような態勢でお客様からの声を真摯に受け止め、迅速な解決に努めるとと

もに、分析・業務改善活動を通じて商品や各種サービスの開発・改善に活用します。 
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本支店・営農経済センター 

 

相談・苦情等総括部署（企画総務部 リスク統括課） 

Ｊ Ａ バ ン ク 相 談 所 

（03-6837-1359） 

ＪＡ共済相談受付センター 

（0120-536-093） 
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（凡例） 

     報告・連絡 

     相談・協議 

     指示・調査 

Ｊ

Ａ 

 
【信用事業】 

埼玉弁護士会 示談あっせん・仲裁センター 

【共済事業】 

一般社団法人 日本共済協会  共済相談所  
 

一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構 
 

公益財団法人 日弁連交通事故相談センター 
 

公益財団法人 交通事故紛争処理センター 

日本弁護士連合会 弁護士費用保険ＡＤＲ 
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お客様からのご相談・苦情等に対する対応について 

 

［当組合の内部規則（苦情等対応要領）の概要］                 下野農業協同組合 

１ お客様からのご相談・苦情等については、当組合の本支店・営農経済センター等で受け付け、原則とし

て当該ご相談・苦情等にかかる業務を担当する相談・苦情等対応担当者が対応します。 

ただし、ご相談・苦情等の内容や状況に応じて、窓口担当者が対応することがあります。 

２ 当組合は、ご相談・苦情等のお申し出があった場合、これを誠実に受け付け、当該ご相談・苦情等にか

かる事情・事実関係等を調査するとともに、必要に応じて関係部との連携を図り、ご相談・苦情等の迅速

な解決に努めます。 

３ ご相談・苦情等の受付・対応にあたっては、迅速かつ適切に対応するとともに、お客様からお申し出の

内容・事情等を充分お聞きする等により、可能な限りお客様のご理解とご納得をいただいて解決すること

を目指します。 

４ ご相談・苦情等の内容やお客様のご要望等に応じ、お客様に適切な外部機関（金融ＡＤＲ制度において

当組合が紛争解決措置として利用している弁護士会仲裁センター等を含む。）をご紹介するとともに、その

標準的な手続の概要等の情報をご提供いたします。 

５ 外部機関において苦情等対応に関する手続が係属している間にあっても、必要に応じ、一般的な資料の

ご提供やご説明等をお客様に対して行います。 

 

［標準的な手続の流れ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お
客
様
か
ら
苦
情
等
の
お
申
し
出 

 
 
 

 

当
組
合
か
ら
お
客
様
に
対
し
て
苦
情

等
対
応
の
手
続
の
ご
説
明 

当
組
合
か
ら
お
申
し
出
を
受
理
し
た

旨
を
お
客
様
へ
ご
連
絡 

当
組
合
に
よ
る
事
情
・
事
実
関
係
等

の
調
査 

お
客
様
か
ら
の
お
申
し
出
内
容
・
事

情
の
聞
き
取
り 

 

当
組
合
内
で
の
協
議 

当
組
合
か
ら
お
客
様
へ
必
要
に
応
じ

て
進
捗
状
況
の
ご
説
明 

当
組
合
か
ら
の
ご
回
答
（
結
果
の
ご

説
明
） 

お客様の

ご理解 

ご納得 

不 調 

お客様にご納得いただけない場

合には、信用事業・共済事業につ

いては外部機関をご紹介します。

（次ページ参照） 



 

 

 

紛争解決措置の概要 

平成5年４月１日現在 

 

苦情などのお申し出については、当組合が対応いたしますが、納得のいくような解決ができず、

お客様が外部の紛争解決機関を利用して解決を図ることを希望される場合は、次によります。 

※ 当組合は外部機関の紛争解決手続係属中も、お客様に、必要に応じて資料のご提供やご

説明を行います。 

※ 外部機関による紛争解決については、訴訟になる場合があります。 

 

１．信用事業 

埼玉弁護士会が設置・運営する示談あっせん・仲裁センターで紛争の解決を図ることも可能で

すので、ＪＡバンク相談所（03-6837-1359）へお申し出ください。なお、埼玉弁護士会あ

てに直接申立ていただくことも可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．共済事業 

  次の外部機関をご紹介いたします。 

 

・一般社団法人 日本共済協会 共済相談所 

・一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構 

・公益財団法人 日弁連交通事故相談センター 

・公益財団法人 交通事故紛争処理センター 

・日本弁護士連合会 弁護士費用保険ＡＤＲ 

 

①一般社団法人 日本共済協会 共済相談所 

http://www.jcia.or.jp/advisory/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉弁護士会 示談あっせん・仲裁センター 

住所：〒330-0063 さいたま市浦和区高砂４－２－１ 浦和高砂パークハウス1F 

電話番号：０４８－７１０－５６６６ 

受付時間：月～金曜日（祝日等を除く）午前９時～午後5時 

         土曜日（祝日等を除く）午前９時～午前１１時３０分 

※上記の内容は2023年２月現在のものです。最新の情報は、弁護士会にご確認ください（弁護士会HP等）。 

※ 自動車事故の賠償にかかわるものは、 

お取り扱いしていません。 

一般社団法人 日本共済協会 共済相談所では審査委員会を設置しており、裁定または仲裁により解決支援業

務を行います。 

 一般社団法人 日本共済協会 共済相談所 

電話番号：03-5368-5757 

受付時間：午前９時～午後5時 

（土日・祝日及び12月29日～1月3日を除く） 

http://www.jcia.or.jp/advisory/index.html


 

 

一般社団法人 日本共済協会 共済相談所は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」（ＡＤＲ

促進法）に基づく法務大臣の認証を取得しています。 

（認証取得日：平成２２年１月２６日 認証番号：第５７号） 

 

②一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構 

http://www.jibai-adr.or.jp/ 

自賠責共済の支払に関して、万一にもご納得いただけなかったときのために、公正中立で専門的な

知見を有する裁判外紛争処理機関として国土交通大臣および内閣総理大臣の監督を受ける「一般財

団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」が設置されています。この機関は自賠責共済の支払に関

する所要の調査を行い、紛争の当事者に対して調停を行います。 

※ 連絡先（住所・電話番号）につきましては、ホームページをご覧ください。 

 

③公益財団法人 日弁連交通事故相談センター 

http://www.n-tacc.or.jp/ 

公益財団法人 日弁連交通事故相談センターの相談所が全国の各弁護士会内等に設置されており、専門の

弁護士が交通事故に関する相談や示談の斡旋を無料で行っています。  

※ 連絡先（住所・電話番号）につきましては、ホームページをご覧ください。 

 

④公益財団法人 交通事故紛争処理センター 

http://www.jcstad.or.jp/ 

公益財団法人 交通事故紛争処理センターでは、学識経験者および弁護士からなる審査員が、被害者の正

当な利益を守るため、公正な立場から和解の斡旋を無料で行っています。  

※ 連絡先（住所・電話番号）につきましては、ホームページをご覧ください。 

 

⑤日本弁護士連合会 弁護士費用保険 ADR 

https://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/lac.html 

弁護士費用保障特約における共済金の支払有無・支払額等に関して、万一にもご納得いただけなかった

ときのための裁判外紛争解決機関として「日本弁護士連合会 弁護士費用保険 ADR」が設置されていま

す。この機関では、保険会社等が推薦する保険精通者、学識経験者および弁護士からなる裁定委員が、

公正な立場から紛争解決手続（和解斡旋手続・裁定手続）および見解表明手続を行っています。  

※ 連絡先（住所・電話番号）につきましては、ホームページをご覧ください。 

http://www.jibai-adr.or.jp/
http://www.n-tacc.or.jp/
http://www.jcstad.or.jp/
https://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/lac.html

